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組合施設をご紹介します！
ごみ処理施設

❶ごみ処理施設 ❷斎場 ❸休日夜間急病診療所

また、一般家庭ごみの直接搬入については、以下のような場合のみ、
前日までの事前予約にて受け入れしていますので、お問い合せください。

　ごみ処理施設は、組合の構成市町村(須賀川市・鏡石町・天栄村)から出たごみを処理する施設です。構成
市町村から委託された車両が収集した「ごみステーションのごみ」と、同じく許可された車両が収集した「店
舗・事業所の一般廃棄物」を処理しています。

　斎場は、本組合が広域行政の一環として設置した施設です。組合の構成市町村窓口でご使用の申し込み
をいただいたうえで、元日及び休場日を除き、火葬を行っています。

　上記の右表のとおり、基本的に1日6件まで、火葬のご予約をお受けしております。また、冬
季（1月～3月）に限り、15：00、16：00の2件分を追加する取り組みを実施してお
ります。

❶お引越し
　お引越しする直前までに、ステーション等でのごみ収集で処理しきれなかった分を受け入れいたします。
❷ご葬儀による緊急の片付け
　ご自宅でご葬儀を執り行うために、片付けを行う場合、お引越しと同様に、ステーションで処分しきれなかった
分を受け入れいたします。
❸ご自宅の庭にある草木の剪定
　ステーションで処分しきれなかった分を受け入れいたします。搬入の際は、枯らした状態で、かつ長さ60㎝、直
径30㎝以下に束ねてお持ち込みください。(1本直径9㎝以上の木は、別に分けてお持ち込みください。)
❹火災等の災害
　搬入の前に組合（衛生センター）に来所いただき、搬入物の確認等、事務手続きを行ったうえで、改めて受け入
れいたします。来所の際は、事前にご連絡いただくほか、り災証明書をご持参ください。
❺犬・猫等ペットの死亡
　以下の２点をご理解のうえ、段ボール箱等に入れて、直接お持ち込みいただいた場合に限り、受け入れいたします。
　①死骸については、焼却灰等と同様に、組合の埋立処分場に埋立処理いたします。
　②１頭２００円のごみ処理施設使用料をいただきます。

組合施設紹介❶

斎　場組合施設紹介❷

お受けできないものやお受けできないケースがございますので、各市町村より配布される
ごみカレンダーや分別表をご確認いただくほか、ご不明な点は、ご相談ください。

【組合連絡先】 衛生センター  ☎0248－73－4515

斎場利用手続きの方法
〇葬祭業者等をご利用する場合
　葬祭業者へ死亡診断書を提出し、上記の右表の中から火葬時
間を予約したうえで、組合の構成市町村窓口で申請手続きを
行ってください。

〇個人でのご利用となる場合
　組合（衛生センター）に直接ご連絡いただければ、手続きや予
約時間等について、ご案内いたします。

所在地
須賀川市八幡山239番地
①平日の連絡先　衛生センター ☎０２４８－７３－４５１５
②土日と祝日の連絡先　斎場 ☎０２４８－７５－３３５８
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施設使用料 火葬執行開始時間

死亡者等 時　刻
8:30
9:30
10:30
11:30
13:00
14:00

15:00（冬季のみ）
16:00（冬季のみ）

区　分 年　齢
使用料

摘　要本組合区域内住所 本組合区域外住所単　位

小人 5歳未満 3,000円 45,000円1体

大人 12歳以上 5,000円 50,000円1体

死産児 3,000円 30,000円1胎

分娩汚物 2,000円 20,000円産婦1人
につき

その他汚物 2,000円 20,000円1個につき

小人 5歳以上
12歳未満 溺死体又は

埋葬死体は
左記使用料の
2割増の額と
なります。

4,000円 45,000円1体

ご存知でしたか？
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